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第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員会記録（第１号） 

 

 

令和２年６月９日 火曜日 午後１時００分開会 

委員長 佐 藤 卓 也     副委員長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ３番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   八  鍬  長  一  委員     ５番   今  田  浩  徳  委員 

  ６番   押  切  明  弘  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   庄  司  里  香  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員  

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

新田道尋臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき第５次新庄市総合計

画基本構想審査特別委員会を開き、委員長の互

選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、新田道尋が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  これより第５次新庄市総合計画基本構想審査

特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

新田道尋臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に佐藤卓也委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました佐藤卓也委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、佐藤卓也委員が委員長に当選されました。 

  御協力ありがとうございました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後１時０２分 休憩 

     午後１時０３分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま第５次新庄市総合計画基本構想審査

特別委員長に当選いたしました佐藤卓也でござ

います。皆様の御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

佐藤卓也委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に今田浩徳委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました今田浩徳委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました今田浩徳委員が副委

員長に当選されました。 

  今田浩徳副委員長、よろしくお願いいたしま

す。（「よろしくお願いします」の声あり） 
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散      会 

 

 

佐藤卓也委員長 それでは、６月16日火曜日午前

10時より第５次新庄市総合計画基本構想審査特

別委員会を本議場において開催しますので、御

参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

 

     午後１時０４分 散会 
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第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員会記録（第２号） 

 

 

令和２年６月１６日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 佐 藤 卓 也     副委員長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ３番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   八  鍬  長  一  委員     ５番   今  田  浩  徳  委員 

  ６番   押  切  明  弘  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   庄  司  里  香  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

教 育 長 高 野   博  総 務 課 長 関   宏 之 

総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志  主 幹 横 山   浩 

企 画 政 策 室 長 井 上   徹  主 任 齋 藤 正 崇 

主 任 奥 村   悟  財 政 課 長 平 向 真 也 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 
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本日の会議に付した事件 

 

議案第６８号第５次新庄市総合計画基本構想について 
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開      議 

 

 

佐藤卓也委員長 おはようございます。 

  これより第５次新庄市総合計画基本構想審査

特別委員会を開会します。 

  ただいまの出席委員は16名です。 

  本日の特別委員会には、市長、副市長、教育

長のほか、総務課長、総合政策課長、財政課長、

総合政策課主幹横山 浩君、総合政策課企画政

策室長井上 徹君、総合政策課主任齋藤正崇君、

同じく奥村 悟君が出席しておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第68号第５次新庄市総合計画基本構想について

の１件であります。 

  これより審査に入りますが、会議はおおむね

１時間ごとに10分間の休憩を取りながら進めて

まいります。 

  質疑は答弁を含め委員１人30分以内といたし

ますので、御協力お願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おります。本日は第５次新庄市総合計画基本構

想についての審査でありますので、十分留意の

上、発言をお願いします。 

 

 

議案第６８号第５次新庄市総合計

画基本構想について 

 

 

佐藤卓也委員長 提案説明は議会初日に終わって

おりますが、補足説明があればお願いします。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 おはようございます。 

  本日御審議いただきます第５次新庄市総合計

画基本構想案につきまして、補足説明をさせて

いただきます。 

  第５次新庄市総合計画基本構想案の策定に当

たりましては、市民アンケートや半年にわたる

市民ワークショップを経て、市民の皆様からの

御意見や御提案をいただきながら策定を進めて

まいりました。そして、議員の皆様方にはこれ

まで何度も協議会を開催させていただき、御意

見をいただきましたことに、この場をもって改

めまして感謝申し上げます。 

  本日御審議いただきます基本構想案は、５月

７日の総務文教委員協議会及び５月８日の産業

厚生委員協議会において御提案申し上げ、御協

議いただきました基本構想案につきまして、両

委員会からいただきました御意見と新庄市総合

計画審議会においていただいた意見を反映し修

正させていただいたものとなっております。 

  今回、それらを経て５月７日、８日の両委員

会で説明した際の基本構想案をどのように修正

したのかをお示しするために、修正前との比較

表を参考資料として添付させていただきました。

参考資料を御覧いただきたいと思います。 

  修正箇所は３つに分類して整理してございま

す。①として、総務文教委員協議会及び産業厚

生委員協議会においていただいた意見を踏まえ

て修正を行った箇所、②として、新庄市総合計

画審議会においていただいた意見を踏まえて修

正を行った箇所、③として、市関係課より最終

的に文章校正をして直した部分となってござい

ます。 

  まず初めに、①総務文教委員協議会及び産業

厚生委員会においていただいた意見を踏まえて

修正を行った箇所について、順を追って御説明

いたします。 

  基本構想の２ページになりますが、まずＳＤ

Ｇsの注釈でございます。こちらについては、
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修正前の箇所の表記が分かりづらいという御指

摘をいただきました。そこで、修正後は「17の

大きな目標とそれらを達成するための具体的な

169のターゲットから構成されている」と修正

しております。 

  次に、３ページになります。 

  構成と期間でございますけれども、ここでは

新型コロナウイルス感染症などにより社会潮流

に大きな変化があった場合、弾力的に見直しを

することができる旨、弾力的に対応を行う旨と

いう表記にしてほしいという貴重な御意見をい

ただきましたので、「実施計画において毎年度

見直しを行います」という表記を追加させてい

ただき、実施計画の最後のところに「社会潮流

等の大きな変化があった場合には必要な見直し

を行います」という部分を追加させていただい

ております。 

  次に、９ページになります。 

  自然動態の推移に関する表現のところで御意

見をいただきまして、自然増減という言葉は市

民にとっては分かりにくいため、平易な言い回

しにしてはどうかという御意見をいただきまし

たので、修正後は「自然増減」を「自然動態」

に修正し、併せて数字の表記の中で増加、減少

という言葉を使用してございます。 

  続きまして、18ページ、19ページになります。 

  こちらではシティプロモーションの注釈につ

いて、前回までは42ページに記載しておりまし

たけれども、シティプロモーションという言葉

が18ページに初めて登場しますので、こちらに

移動してはどうかという御意見をいただいたと

ころでございます。そのため、19ページに注釈

を移動してございます。 

  続きまして、25ページになります。 

  こちらでは、平均寿命と平均自立期間のとこ

ろでございますけれども、この中で記載されて

いました「不健康な期間」という表記について、

言葉が強い印象があるため変えたほうがいいの

ではないかという御意見をいただいたところで

ございます。そのため、こちらは表も含めまし

て「平均寿命と平均自立期間の差」という表記

に修正させていただきました。併せて注釈欄に

ついても言葉の整理を行わせていただいており

ます。 

  以上が両委員協議会でいただいた意見を踏ま

えて修正を行った箇所になります。 

  続きまして、②新庄市総合計画審議会におい

ていただいた意見を踏まえて修正を行った箇所

について御説明いたします。 

  30ページになります。 

  取組内容において、前回では「①地域資源を

活かした観光による経済の循環を目指し、ヒト

とモノとの交流の促進に取り組みます」と表記

しておりましたけれども、審議委員会からヒト

とモノとこれからはいわゆる地域における体験

等、コトも含めた交流の促進に取り組んでいた

だきたいという御意見をいただきましたので、

「ヒト・モノ・コトの交流促進に取り組みま

す」と修正しております。 

  また、③の文章校正作業に伴う部分につきま

しては御覧になっていただきたいと思います。 

  以上、５月７日、８日の両委員協議会でいた

だいた御意見を反映させていただきまして修正

した箇所について補足説明させていただきまし

たけれども、議会の皆様方及び審議委員会から

これまでいただいた様々な御意見、反映させて

いただきましたので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

佐藤卓也委員長 それでは、質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私も総務文教常任委員

会でこれを見させていただいて、お話をさせて

いただきました。そして、これを改めて今日に

向けて読み返してきました。そこで感じたこと

なんですけれども、新庄市の課題に対して解決
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することを目指す計画、構想になっていないの

ではないだろうかということです。新庄市の課

題って何かということでは、この中で大変よく

調べていただいて、示されておりまして、これ

を読んで、なるほどと思ったところが課題だと

思います。 

  １つは、人口減少、少子化、独り親世帯の増

加、これが新庄市でも非常に課題として大きな

問題としてなっているなと感じたんです。それ

に対する、この課題に対して応える内容となっ

ているのだろうかという点で私は疑問を持ちま

した。人口減少、少子化、独り親世帯の増加、

これは市民ほとんどの方が課題と感じているこ

とだし、ここにも数字として出ております。そ

のときに、人口減少を食い止めるあるいは少子

化を食い止める、独り親世帯を支援する、そう

いう立場が必要だと思うのですが、そういう子

育て支援を強化するという構想になっているの

だろうか、どうでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 これまで様々な御意見を

いただいてつくってきたわけですけれども、19

ページに主要な課題と対応方針ということで、

今、佐藤委員がおっしゃられました子ども・子

育て支援等、重点課題として、将来の「住みよ

さ」のために、子ども・子育て支援、子育てし

やすい環境をつくるということで、対応方針に

明確にうたっておりますので、今後計画をつく

る際には様々な計画、各課でつくると思います

けれども、そういった課題を十分取り入れて構

想としているつもりでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 19ページには確かに子

育てしやすい環境をつくると方針が載っており

ます。しかし、その後の構想といいますか、重

点課題というもので見たときに、どこに子育て、

ああこれは子育てしやすくなるなというのが載

っているのか、私は足りないように思うんです。 

  例えば、何を言いたいかというと、やはり教

育費がかかると、これが独り親世帯に対しても、

あるいは子供をこれから産むかなと考えるかも

しれない方々に対して、教育費がかかるという

のが、若い人たちの願いというか、困り事とい

うか、だと思うんです。 

  先日も実は私に相談してくださった子育て世

帯の方がおられました。旦那さんは一応ようや

く正採用になったといっても15万円ぐらいの手

取り、奥さんは派遣労働のようなパートのよう

な臨時の職員でした。それが12万円、２人で27

万円ぐらいの収入だとお聞きしました。子供１

人いますが、その中で家賃を払い、車を２人働

くために１台ずつ持ち、さらに食費、教育費と

考えていくと全くぎりぎりで、新しい車が買え

ないような、本当に７万円とかで買ったような

安い車をようやく見つけ、車の保険も払えない

という厳しい生活を送っておられました。 

  こういう子育て世帯の方がなぜこんなに苦し

いのか、そこを支援する、そういう施策として、

私は新庄市の構想にはっきりうたうべきだと思

うんです。例えば、学校給食費の無償化とか子

供の医療費の無料化を高校まで拡大するとか、

国保税の子供の均等割をなくすとかそういうこ

とを考えておられるのか……。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さんに申し上げます。

これは基本構想ですので、今のお話は基本構想

ではなく実施計画に入っておりますので、あく

までも基本構想のお話をよろしくお願いいたし

ます。そして、発言は簡素にお願いしています

ので、ぜひその２点を踏まえて発言をよろくし

くお願いいたします。 

  佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 子育てしやすい環境を

つくるという課題に対してこれで十分な構想と

なっていると見ていますか。 
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渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 20ページの子育てしやす

い環境をつくるという対応方針だと思います。

方針でございますので、その中には取組の内容

として、安心して妊娠・出産・育児ができる環

境を整備する、また保育・教育サービス等を提

供するという形で書いておりますけれども、そ

の中でこの取組の内容をどう具体化するかとい

うことにつきましては、計画や事務事業、いわ

ゆる実施計画等を詰めていく中で検討していく

ことだと思いますので、子育てしやすい環境を

つくるという新庄市のこれから第５次の計画は

十分取り入れていると考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、課長のお話を聞い

てみますと、出産というか、保育とかそこら辺

で終わっているわけです。本格的に子供を育て

ていくときにはその先が長いわけですよ。そこ

について、実は新庄市の構想、計画が全然見え

ない、そうじゃないでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 移住定住、また子育て、

様々な分野で支援をしていかなければいけない

部分でございます。先般の一般質問でも庄司議

員から御質問いただき、回答させていただきま

したけれども、若者世帯住宅、ここの中では個

別にうたっておりませんけれども、そうした計

画一つ一つが子育てしやすい環境であったり、

地域に残るということを具現化するための計画

として立てているつもりでございますので、構

想で欠けているということではなくて、構想を

踏まえて様々な施策をやっていると御理解いた

だきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私がこれを見たときに、

小学校において、小学校教育において何が重視

されているかということを見たときに、小中一

貫教育なんです。小中一貫教育、学校統廃合で

は少子化を加速するだけでないですか。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さんに申し上げます。

今の質問は、発言は議題を超えておりますので、

別の議題にしてください。よろしくお願いいた

します。 

  佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 子育て支援を強めなけ

ればいけない、この点では一致している考えだ

と思います。構想ではその具体化に分かるよう

な教育方針であったり、教育についてどう考え

ているかというのが私は出るべきだと思います。

新庄市は自治体ですので、小中学校にも責任を

負っているわけです。そこの中で子育て支援と

いうことで考えたときに、ここに出てくるのを

見ると小中一貫教育になってしまっているわけ

です。私は、小中一貫教育というのは学校統廃

合にもつながるもので、地域の小学校がなくな

っていくことです。そうしますと地域に学校が

なくなってしまって、そこで子育てしにくくな

るというのはあるんですよ。そういう意味で、

小中一貫教育というやり方では少子化に私は逆

になっちゃうんじゃないかと思うんです。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さんに申し上げます。

ただいまの質問は議題外にわたっておりますの

で、私から注意をいたしますので、よろしくお

願いします。次からは発言停止もございますの

で、ぜひともそこら辺を鑑みて発言をよろしく

お願いいたします。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 恐らく佐藤委員の御質問

は、基本構想において子育てしやすい環境をつ

くるということは、御発言を聞く限り御賛同い

ただいているんだと思います。 
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  様々な御意見、今いただきましたけれども、

それらは今後参考にさせていただくということ

で、子育てしやすい環境をつくる重点課題の中

に子ども・子育て支援を入れているということ

は佐藤議員と全く我々同じ思想の下にやってい

ると思いますので、また細かい意見につきまし

てはこれ以降また参考にさせていただければと

思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ子育て支援に幅広

く政策を向けていただきたいということです。 

  次に、次代を担う子供の教育ということで、

ここに「新しい時代に対応できる子供を育て

る」という対応方針が出ております。私は、新

しい時代に対応できる子供を育てるという教育

の考え方では、主人公、自治体というのは住民

が主人公、住民が主人公というのが自治体だと

思うんですが、これでいくと新しい時代に対応

できる子供ということで、新しい時代の産業に

子供が人材として即戦力として生きていけるよ

うな子供と捉えているんですが、それでよろし

いのでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 26ページだと思いますけ

れども、１番目に人間の形成という形でありま

すので、即戦力という言葉を今おっしゃいまし

たけれども、これから我々が経験したことのな

いような人口減少社会の中で生きていくことに

なるわけですけれども、人間の形成ということ

で、本当に新しい時代が来るわけですから、子

供たちに、我々大人も一緒になって勉強してい

かなければいけない部分があるんですけれども、

そういったことを含めて対応できる子供を育て

ていくという方針でございます。 

高野 博教育長 委員長、高野 博。 

佐藤卓也委員長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 新しい時代に対応できる子供を

育てるというのは、新学習指導要領、ここにも

社会潮流の中に書いていますけれども、「急激

な社会的変化に対応した教育課程を推進」と書

いてありますけれども、今、学習指導要領、今

年から小学校全面実施になっているわけですけ

れども、これは2030年度の社会を見たときに、

ＡＩとかいろいろなそういう時代が来ることは

目に見えている、そういう中で生きる子供たち

にそれに対応できる力をつけてほしいというこ

とで、学校でもそういう学習指導を進めていか

なければいけないと。 

  何か困ったことがあれば、いろいろな問題に

立ち向かったときに、自分で課題を、ああこん

なことが課題なんだな、じゃそれをどうすれば

解決できるかな、こうすればできるんだなと、

そういうことを考えて解決の方法を見つけられ

る、そういう子供たちをつくっていきたい、そ

ういう力を子供に育てていかなきゃいけないと

いうことで、だからこそ急激に変化する社会を

主体的に生き抜く、そこが大事なんです。そう

いう生き抜く力を育てていくのがこれからの学

校教育の中で一番大事なことなんだと御理解い

ただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 教育長のお話を伺うと

何だか立派な感じがして、立派だなという感じ

で、何も答えられなくなるような、何も質問も

湧いてこないような、頭が真っ白になるんです

けれども、よく考えていかなきゃいけないと思

います。 

  新しい時代と考えたときに、確かに情報化か

もしれない。一方で、コロナのような新しい災

害も疫病も起きてくる可能性もあるわけで、あ

るいは地球環境の悪化、そして温暖化問題、も

しかしたら人間が私たちの時代で終わるかもし

れないような地球環境の悪化があるわけですね。
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そういう時代に対して解決する人間とはどうい

う人間なのか、どう見ていますか。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さんに申し上げます。

ただいまの質問も議題外にわたっておりますの

で、質問を変えてよろしくお願いいたします。 

  佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変失礼な言い方だと

思います。私は、新庄市の子供の教育について

教育長と、これからの子供をどう育てていくか

ということで……。（「基本構想」の声あり）構

想というのはそういうことでしょう。（発言あ

り）不規則発言はやめてください。（「動議」の

声あり） 

佐藤卓也委員長 ただいま動議の手が挙がりまし

た。どういう動議でしょうか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志君。 

１４番（石川正志委員） 不規則発言は好ましく

ないと私も自覚しながら不規則発言してしまい

ましたが、再三、委員長の注意にもかかわらず、

本来の議題から外れたことを何回も質問される

委員にこそ問題があると。もう一度、委員長の

議事整理権を全委員は自覚する必要があると思

いますが、賛同者が得られれば暫時休憩をお願

いします。 

佐藤卓也委員長 ただいま暫時休憩の動議が出ま

したが、これに賛成の方の挙手をお願いいたし

ます。 

   （賛成者挙手） 

佐藤卓也委員長 ２人以上おりますので、ただい

まから暫時休憩いたします。 

  失礼いたしました。 

  ただいま動議が出ましたので、電子表決シス

テムにおいて表決をいたします。 

  ただいまの動議に対しまして、賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押し

てください。休憩することに賛成の動議です。 

   （電子表決） 

佐藤卓也委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 それでは締め切ります。 

  ただいまの結果は、賛成７票、反対１票、棄

権８票、賛成少数でありますので、このまま続

けさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） これからの次代を担う

子供たちの対応できる子供を育てるという考え

方の中に、私は国や企業の即戦力を求める願い

というか、そういう人材を育てるという願いが

表れている内容のように感じます。しかし、よ

く考えてみますと、即戦力というよりは、確か

に情報力、情報処理できる力もつけてほしい、

それはもちろんです。それから、併せて地球環

境の問題などあり、それを解決できるように考

えられる人間が出るだろうか、それは主権者だ

と思います、私は。主権者として自分及びほか

の人たちの幸せを考えて、自分だけがよければ

いいんじゃなくて、全体的にみんなが幸せにな

る方向を見つけ出し解決できる、選んでいける、

そういう主権者を育てるのが、企業の即戦力で

はなくて、そういう学力や能力を持った、全て

の子供にそういう力を持った人間になって主権

者になってもらう、そういう姿勢から新庄市の

構想が出るべきだろうと考えます。 

  そうなると、私は、学力テストに、個々に点

数が伸びるとか、伸びるのは何も悪くはないで

すけれども、下がったりすれば大変だみたいな

気持ちが湧いてくるような文章がありますが、

学力テスト競争に振り回されて、点数が平均点

より上だとか下だとかそういうことに一喜一憂

する政策はやめるべきでないかなと思うんです。 

  それよりも、一人一人に主権者としての学力

を保障するために、教員を増やすとか個別学習

支援の拡充をするとか、学校図書館に司書を全
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校配置するとか、そういうところにこそ私は教

育構想があるべきでないかなと思うんですけれ

ども、教育長としてはどうでしょうか。 

高野 博教育長 委員長、高野 博。 

佐藤卓也委員長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 急激な社会の変化というのは何

もＡＩとかそういう情報化だけでなくて、例え

ば先ほどおっしゃられた環境問題にしても、自

分の環境問題が、あれっ、何かこのことはおか

しくないのか、自分がやっている行動がおかし

くないのか、そういう課題を持っていく、そう

いうことで、その課題について自分はどのよう

なことをすればいいのか、どんなことを、これ

を解決するためにいろいろな情報を集めてきて

処理していく力、そして結論を導いていく、そ

ういう力が必要になると。そういうことを新し

い学習指導要領でも言っているし、そういう力

が大事なんだよということを学校教育では言っ

ているわけです。何も戦力をつくるということ

を言っているわけでなくて、そういう力を持つ

子供たちが、何も疑問を持たないでそのまま流

されるんじゃなくて、何か疑問を感じて、その

ことを解決するためにいろいろな情報を集めて

きて、その中からいろいろなことを、次の手だ

てが見えてくる、そんな子供たちになってほし

いなということです。主権者というのはそうい

うことだと思うんです。ごみがいろいろ問題あ

るといったときに、ごみをいっぱい出しては駄

目だと、そういうことについても、ごみ問題に

ついてもどういう課題があるのかということを

捉えていく、その捉える力もなかなか今の子供

たちにはないと言われているわけです。そうい

う力をまず持つこと、そしてそれを解決するた

めのいろいろな情報を集めて、それを処理する

力、そしてそのことを情報の中からよりよい解

決方法を自分なりにプレゼンできる力、そうい

うことをこれから求めていく力だと思います。 

  そういうことの中で、学力の点数、全国学力

テストのことについて話あったんですが、学力

テストそのものは一つの参考の力として、今、

子供たちは、学力問題というのはそういう力を

試す問題、力がついているかということを確か

める問題なんです。何も知識だけを問うもので

はなくて、いろいろ新聞を読んで、新聞の記事

があって、どの新聞記事を読めばこういうこと

が解決できるか、そういう問題を問うているわ

けです。だから、学力テストで一喜一憂じゃな

くて、そういう力がついているか、ついていな

いかということを見るための指標が全国学力テ

ストであるので、それでいい悪いということじ

ゃなくて、そういうことで自分たちのところで

は足りないというのはどういう力なのかなとい

うことで見ていくことだと思います。 

  あといろいろこんな手だてを取ったらいいか

ということはこれからの実施計画の中で、今の

貴重な御意見をいろいろと取り入れられるもの

があれば取り入れていければと思っているとこ

ろです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長と言いにくい、

慣れないもんですから、言いづらくて、すいま

せん。 

  次に、新庄市の課題として、65歳以上のみの

世帯、独り世帯の増加ということが、ここで大

変いい資料を作っていただいて、分かりやすく

出ております。これに対して、健康な高齢者を

つくると、そういうことだけで終わってしまっ

て、健康なということは非常に自己責任的な気

がするんですけれども、それだけで終わってい

いのだろうかと思うんです。 

  本当は医療・介護の充実こそ重要で、コロナ

のような災害に公助の構築が重要だと改めて感

じさせられたんですが、高齢者世帯の増加、そ

して独り世帯、特に高齢者独り世帯の増加、こ

れに対して、この課題に対して、健康な高齢者
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を増やすような構想だけで、本当に新庄市の構

想と言えるのか、どうでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 これまで何度となく市民

ワークショップ、あと議員の皆様方にも構想を

お示しした中で、重点課題として超高齢化社会

への対応の中で、心身ともに健康な、高齢者の

方には健康で長生きしていただきたいというこ

との御意見があって取り入れて、全てここまで

いただいたものでございまして、それが重点課

題として上がっているわけですけれども、先ほ

ど申しましたように、まちづくりの柱の中に

「健やかでしあわせなまち、健康・医療・福

祉」とあります。その中でどう個別具体にして

いくかというお話になろうかと思いますので、

様々な御意見は、今後この構想を御承認いただ

いて、様々な施策に落とす段階で取り入れてい

くべき、そういう課題として我々も捉えてござ

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 構想というのはやはり

新庄市の柱だと思うんです。中心、政策を立て

る中心ということだと思います。そうなったと

きに、ここに出てくる「心身ともに健康な高齢

者」ということを柱としたときに、医療・介護

の充実というのが薄まってしまっていくような

柱のような気がして、なぜかというと、誰でも

が高齢者になり、誰でもが高齢になれば健康に

気をつけたつもりでおられる方でも様々耳が聞

こえなくなってきたり、様々がんが出てきたり

とあるわけです。そういうときに、それでも自

分らしく生きられる、その人の人権が保障され

る、そういう高齢期を支える、私は構想でなき

ゃいけないと思うんですが、どうですか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 ５月の両委員会協議会の

ときにも御説明申し上げましたけれども、18ペ

ージのまちづくりの柱、若干変えさせていただ

きましたと御説明申し上げました。まちづくり

の柱として、将来に取り組むべきことをまちづ

くりの分野ごとに、子育て、教育、健康・福祉、

産業、生活環境、都市基盤に分けて柱立てをし

て、それらの施策を効果的に効率的に実施する

ためにという形で御説明申し上げましたとおり、

柱につきましてはこのような形で、その中で今

少子高齢社会を迎えています、全国の中で。山

形県、新庄市においても特に少子高齢化という

形で、その課題を皆様方から御意見をいただき

ながら重点的な課題としたものであって、まち

づくりの柱としてはきちんとその部分を入れて

いるということと、整理の仕方を再度確認して

いただければいいかなと思っている次第でござ

います。 

  重点課題は、これまでワークショップその他

いろいろやってきて、特にこういった形の課題

があるよということで取り入れたものであって、

まちづくりの柱の中には都市基盤や産業、そう

いったものも全て含んでやっているということ

で、そこの整理はぜひ委員にもしていただけれ

ばなと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） まちづくりのところは、

大変いい言葉で、何も問題なく当たり前のよう

なことが載っているような気がいたします。と

ころが、それが、じゃ基本課題として対応方針

となったときにゆがめられているような気がす

るんです。 

  例えば、もう一つあります。地域経済の活性

化の中で、企業の成長を支援するというのがあ

りました。企業の成長を支援するというのが本

当に自治体の方針としてどうなのかなと私は考

えます。本当は雇用、市民が、主人公は市民で
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あり、住民が主人公、これが自治体ですから、

そういう意味では働く場としての雇用を保障す

る、そして雇用を安定させる、そのために企業

誘致があったりするかもしれません。企業は撤

退してもらっては困るわけです。あるいは企業

がなくなったり倒産してしまっては困るわけで

す。倒産ならないようにするために、市として

は企業誘致によって、私はちょっとあれってい

う感じで思いまして、そうじゃなくて、今ある

既存の企業、業者の皆さんを支援する中小企業

振興基本条例とか雇用を確実に安定させるため

に公契約条例とか、そういう雇用を安定させ守

るというか、それが自治体の方針になるべきじ

ゃないかなと思うんです。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 28ページの「地域経済の

活性、企業の成長を支援する」の部分だと思い

ますけれども、まさしくそうです。我々のこの

地域に住む人たちが働く場、それをつくってい

くということが非常に大事であって、今全く佐

藤委員がおっしゃっていることはこの基本構想

そのものをおっしゃってくださっているんじゃ

ないかなと思って伺っているところでございま

して、雇用の場、雇用していただくには雇用の

場をつくる、雇用してくださっている企業の皆

様方を大きくしていかなければならない、雇用

してくださる方をつくっていかなければいけな

いということで、まさに佐藤委員と表現の仕方

が違うだけかなと思っていますので、地域に雇

用をつくっていくということは非常に大切なこ

とだろうなと、そのために、この地域にある企

業の成長を重点的に支援していくという考え方、

そういう形で捉えていただければよろしいかな

と思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 既存の産業、既存の経

済の方々を支援する、倒れないように、続けて

もらうように、そういう視点ってありますか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 28ページ、対応方針に

「企業の成長を支援する」とうたって、取組に

も「市内企業の生産性の向上と人材確保のため

の支援に取り組む」とうたっているので、佐藤

委員のおっしゃるとおり、この構想に入ってい

るのではないかなと考えております。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

佐藤卓也委員長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子委員） 最初に、趣旨のところ

で「将来にわたって持続可能なまちづくりを進

める」とあります。将来にわたって持続可能な

まちというのは、誰しも望むところ、市民全員

が望むことであると思います。 

  このプロジェクト、まちづくりの柱、そして

それを支える重点プロジェクトを実行していく

ことで、この計画は10年先、10年後になるんで

すが、10年後の段階でどのような持続可能なま

ちとなっているのか、どう描いていらっしゃる

のか伺います。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 10年後どうなっているか

ということで今質問されましたけれども、私、

総合政策課長として思い描く部分におきまして

は、今後これから来る10年、新庄市においては

高速道路もできますし、県内で一番新しい県立

新庄病院ができる、そして最上で初めての４年

制大学ができる、安心安全面で言えば警察署が

新しいものが建つ、また消防では、防災という

面では新しいものが出る等様々な社会整備がさ

れる中で、特にこの最上地域、新庄というのは、

新庄藩が1625年頃に開府したと思いますけれど

も、この10年の中で400年という節目を迎える
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ということで、今回シティプロモーションとい

う言葉が入りましたけれども、恐らく多くの市

民の方々が、新庄はこんなふうにいろいろなも

のができて、そして歴史のある城下町であると

いう誇れるまちになっていると思っております。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

佐藤卓也委員長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子委員） 様々なライフラインが

整備されていく中で、そのライフラインを活用

してまちづくりを進めていくことを願っており

ますし、その中で、産業厚生委員協議会などで

も質疑させていただいたんですが、そういった

ライフラインであったり、あとはまち全体の税

収であったりそういったことを計算して考えて

いく上で、やはり計画人口というのを明確にこ

の中で、基本構想なのですから、明確に計画人

口というのは新庄市はこれを目指しますと。人

口減少の中で、この動向は分かります、この分

析も分かります、社人研で出しているものも分

かるんですが、それも全て踏まえて、これまで

の動向も踏まえて、これから先の社人研のもの

も踏まえていったときに、望む人口の生産年齢

人口がどうあったらこれを維持していける、公

共の建物にしても今後縮小を余儀なくされて、

人口が減ればされる、その計画も進めているん

だと思うんですけれども、これから備わってく

るライフラインの維持も含めて、どうあれば新

庄市はもっていけるんだろう、持続可能として

というところが計画人口のありようだと思うん

ですね。それが第４次の場合は３万7,000人と

いうのを目指した、この減少の中で。大変それ

でも頑張られてきたんだと思います。 

  どうしても社会の潮流の中で、日本全体の潮

流の中で人口減少が進んでいく、そして首都圏

一極に集中をしてしまっていくというのはどう

しようもないというか、止められないのかもし

れないんですが、新庄市としてその魅力を、こ

こに置いた魅力を最大限に発揮しながら施策を

打っていきながら、新庄市としてこれを守って

いく、市民生活を守っていくために人口が必要

なわけですから、その計画の人口が少なくても

いいんだと思うんです。少なくなっていく中で

もいいんだと思うんです。ここを最低限のとこ

ろで人口があれば、新庄市のボリュームは維持

できるというようなことをこの中で、構想なの

で、構想ってすごく重要ですから、ここで示し

ていくということはどうしても必要なんじゃな

いかなと思っていますが、どうでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 私も市役所に三十数年お

りますけれども、第３次振興計画というものが

私の若い頃ありました、今から25年ほど前です

か。その頃には人口が増えるという形で、目標

も人口が増えるという目標の下でやっておりま

した。それぞれの施策についても、それぞれの

こうやりたいという形ですけれども、今から10

年前、そのときの第３次振興計画においてはス

パンも15年と長いものでありました。そして15

年たったときに、今度は人口減少社会という形

になって、初めて第４次では人口が減少してい

くから行政経営という手法も取り入れた形で第

４次振興計画を立てました。 

  それで、今、加速化的にまた人口減少、今度

高齢社会というものも入ってまいりまして、こ

の計画の中におきましてはまた新たに今度は、

今まで行政経営という手法を取り入れながら

様々やってきましたけれども、今度は移住定住

というものも含めますので、私たちが自分たち

の施策を多くの市内外にプロモーションしてい

って、いいまちをみんなでつくろうという形で

シティプロモーションをやってきたという形で、

人口をこれからするにおいては、構想ではあり

ませんけれども、恐らくこれから水道でも道路

でも何でも個別の中ではその時点での人口とい

うのを見据えてやっていくと思いますけれども、
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今回構想する上では様々な意見の中で出てきて

おりましたけれども、そうした少子高齢化の中

で、2040年問題もありますけれども、2030年、

人口減少社会に入るということは皆さんが認識

していただいていましたので、新たにシティプ

ロモーションというもう一つ下のベースを入れ

た形で、選ばれるまち、「「住みよさ」をかたち

に 新庄市」という形に構想を持っていこうと

いう、そこの部分で構想を立てさせていただい

たので、人口というのが必ずどんな計画にも結

びついてくると思いますけれども、今回の構想

においては初期の段階でそういった形でこれま

でとは違う少子高齢に対応する、そういった構

想をつくっていこうということで整理させてい

ただいたということで、人口問題というのは

様々な計画の中で数値としてまた出させていた

だきたいと思います。構想としてはそういう形

で整理させていただいて、皆様方にお諮りした

ということを御理解いただきたいと思います。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

佐藤卓也委員長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子委員） 希望としては、この構

想の中に計画人口を盛り込んでいくということ

が必要だと私は思いましたので、質疑及び希望

を含めて意見させていただきます。 

  そして、もう一つなんですが、この趣旨の中

で、条文の最初のパラグラフというか、上の内

容、２段目と、それを受けてこういう認識の下、

将来にわたって持続可能なまちづくりを進める

と記してございますが、この中に、基本構想含

めこれからやっていく総合計画、基本計画、実

施計画、新庄市に住んでいる市民との契約書だ

と思います。これをやっていきますと、市民の

皆さん、これをやっていって、こういうまちを、

持続可能なまちをつくっていきますよという契

約書になると思います。 

  その中で、契約書として考えていくならば、

望むところが、全て自治体の事業というのは地

方自治法に基づく、そして職員は地方公務員法

に基づいて業務をされていらっしゃいます、そ

の上には日本国憲法があってと。そういったこ

とを踏まえますと、この中に、地方自治の本旨

に基づいて、地方自治体は住民の福祉の増進を

図ることを基本としてこの計画をやっていくん

だという言葉を明文化し、明確に入れていただ

くということを私は必要なんじゃないかなと思

っておりました。検討される段階で、また今日

ここに出てきた段階で、執行部の皆さんはどの

ように捉えていらっしゃるかなと思っておりま

したが、いかがでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 これは新庄市総合計画の

基本構想でございますので、そうしたことを前

提として新庄市特有の構想としていると思って

おりますので、明文化してはございませんけれ

ども、当然のことではないかなと思っておりま

す。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

佐藤卓也委員長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子委員） 住民とともに歩いてい

くというか、住民とともにまちをつくっていく、

そういった意思をはっきりと打ち出していくと

いう上で、自治体は地方自治の本旨に基づいて

住民の福祉の増進を図るということを基本とし

てこの計画があるんだということを明文化して

いく。明文化しないということはやはり大きい

ですね。この中に入れることができるのかでき

ないのか、どうなんでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 我々は住民自治をあずか

っているという前提で、新庄市のこれからの基

本構想を、まちづくりをどうするかということ

を計画書として出しているので、特にこの構想

書の中にそれがなければ駄目だと議員の皆様方
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がおっしゃるんであればそういう形もあろうか

と思いますけれども、住民自治をあずかってお

りますので、この趣旨でよろしいのではないか

なと思っております。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

佐藤卓也委員長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一委員） これまで議論の機会が

ありましたので、その場で申し上げたことはな

るだけ重複しないようにして申し上げたいと思

います。 

  まず初めに、基本構想ですから、10年間に及

ぶ内容であります。その内容がどうしても、あ

れも足らない、これも足らないということで、

総花的になりやすいのは、そこは認めざるを得

ません。 

  しかし、そうは言っても、「「住みよさ」をか

たちに 新庄市」ということで、そういう表題

になっていますけれども、総論では、しかしこ

の10年で一番何をしなければならないのかとい

うことが私たちから見るとぼんやりしていると

いう印象は受けますので、それに関して二、三

質問してみたいと思います。 

  まず最初に、17ページ、自分らしく豊かに暮

らすということなんですが、これはまさに人間

としての生きざまの問題でありまして、哲学だ

と思います。これを行政の政策にどう展開して

いくのかということは非常に難しいことだと思

うんですが、それについてどう思っているでし

ょうか。 

  ２つ目は、今、世界やそれぞれの国を動かし

ております新型コロナウイルスの問題でありま

す。このことによって、価値観といいますか、

いろいろな国を支えていくための順番が相当変

わってくると思います。そういう点では、社会

潮流の大きな変化を得た場合には必要な見直し

をするという言い方はしていますけれども、今

後、私は、日本経済の停滞と、国とそれから地

方をめぐって財政危機がやってくると思います。

そういう点でもう一度、社会潮流の大きな変化

があった場合について説明をいただきたいと思

います。 

  最終的には新庄市を大きな意味で支えている

というのは経済でありますから、そこのところ

については農業とかそれから製造業ということ

で触れていますけれども、もっと経済というこ

とを重視しなければならないのではないかと思

います。 

  それから、19ページに移住と定住、全く違う

ことが同列に併記なっていますけれども、移住

というのはこれは大変な努力を要すると思いま

す、住みたくなるまちでありますから。それは

それで必要は認めますけれども、それよりも定

住ではないか。まず新庄で暮らして、ここで生

きていきたい、そこにもっと力を入れるべきで

はないかと思います。 

  かつて常任委員会で市民アンケートを昨年取

ったときに、住んでいる新庄市民のうちの30代

から50代の中核の層の人たちの２割近くが「で

きれば新庄市から引っ越したい」ということを

アンケートでいみじくも言っているわけですか

ら、そういう点をぜひ頭に入れていただきたい

と思います。 

  いずれにしましても、この１年間、担当者は

じめそれぞれの分野で10年間の構想をまとめる

ことで尽力されてきました執行部には敬意を表

するところでありますけれども、「「住みよさ」

をかたちに」ということで、具体的に見えるも

の、そういう強調していくもの、新庄はこれで

生きていくんだという方針が欲しいと思います。 

佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０１分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 
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佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開します。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 まず初めに、八鍬委員か

ら御意見いただきました移住定住の部分で、定

住に力を入れていただきたいという部分につき

ましては、そのとおりだと思いますので、この

部分、今後10年やっていく上で様々施策の中で

力を入れていきたいと思います。 

  また、経済、大変重視しているというお話あ

りましたけれども、私も企業誘致とか経験ござ

いますけれども、この地域で経済が活性化する

ことによって雇用、定住とつながっていくので、

ここのところも重視してまいりたいと思います。 

  まず初めに質問いただきました「自分らしく

豊かに暮らすこと」という市民一人一人の哲学

に行政がどう関わっていくのかという部分でご

ざいますけれども、行政が抱える業務、多岐に

わたっております。その方が大切にしているも

のが文化であったりスポーツであったり、例え

ば農業であったり物作りであったりと様々なも

のがあると思いますけれども、それぞれの施策

の中で寄り添って、その方々一人一人が生き生

きとできるように下支えするのが行政の役割で

はないかなと思ってございます。 

  前回の委員会の中でも八鍬委員から新型コロ

ナのことで大変御心配いただきまして、そちら

の御意見も取り入れながら、今回、大きな社会

潮流があった場合には必要な見直しをするとい

う形で記載させていただいたことを説明させて

いただきましたけれども、本当にこれから新型

コロナの影響がじわりじわりと出た際にいろい

ろな部分で影響が出てくると思います。 

  その中の一つとして、我々としては本議会に

おいて御説明させていただいた地方創生臨時特

例交付金などそういったものを活用させていた

だくという形で御説明させていただいて、その

事業内容も説明させていただきました。この大

きな社会潮流があった場合に、それに対応して

市でできることと、国や県の支援をいただきな

がらやっていかなければいけないもの、本当に

多くあると思います。それほど今回大きな影響

があったのかなと思いますけれども、その際に

は我々として、社会潮流という形で出てくるも

のは決して被害だけじゃなく、それを復興させ

るための事業も必ずついてくるものだと思って

おりますので、そこも見極めながら、このまち

が持続可能になるように、しっかりと勉強しな

がら市民の皆さんに提供してまいりたいと思っ

ております。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

佐藤卓也委員長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一委員） ありがとうございます。 

  構想を運用していく手法の中で、一つ考えて

いただきたいということを１点だけ申し上げて

終わりたいと思います。 

  新庄市は今３万5,000人の人口のまちであり

ますけれども、8,000人の新庄町からスタート

したわけです。いろいろな合併を繰り返して今

日に至っているわけですが、中心部とその周り

の集落の連携、連結が新庄のまちづくりに大き

く役立っていると思うんです。その象徴が新庄

まつりだと思います。山車と囃子の皆さんの連

携です。そういう点では集落機能がちゃんと維

持、今後とも維持できるような、そういう対策

を講じていただきたい。そのことを申し上げて、

終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤委員は賛成ですか、反対で

すか。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 反対です。 

佐藤卓也委員長 では、反対の討論をお願いいた

します。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 第５次新庄市総合計画

基本構想に反対討論を行います。 

  理由は、当市の課題に対して解決することを

目指す対応方針になっていないのではないかと

いうことです。 

  １つは、人口減少、少子化、独り親世帯の増

加という現在の新庄市の大きな課題があります。

これに対しては子育て支援を抜本的に強化する

対応方針であるべきだと思います。しかし、見

ると小中一貫教育、学校統廃合という言葉は使

っていませんが、小中一貫教育を進めると強く

打ち出す教育方針で、これでは少子化を加速す

るものだと思います。少子化に歯止めをかける

には、学校給食費の無償化、子供の教育費の高

校卒業までの拡大とかあるいは重い税負担とな

っている国保税の子供の均等割をなくすとか、

学校においてはまだ特別教室が全部クーラーが

入っていませんが、そこにクーラーを入れるよ

うにするとか、避難所になるだろうと思われる

体育館にクーラー設置など、こういった内容も

今後考えていくべき子育て支援ということで、

重要なんでないかなと思いますが、そこが見え

てないなという感じがしました。 

  それから、２番目に、次代を担う子供の教育

は、子供一人一人が大切にされることこそ大事

だと思います。新しい時代に対応できる子供を

育てるという対応方針がありましたが、これは

国や企業のために役立つ人材を育てるという国

や企業が主人公という発想のような気がいたし

ます。自治体は住民が主人公であり、主権者を

育てるのが教育であると思います。 

  そのためには、学力テスト競争に振り回され、

平均点より上か下かで一喜一憂するのをやめる

べきだと思います。学校現場で何が起きている

か。実は先生のほうでは、今度の学力テスト、

ここにこういうのが出るからと子供に教えて、

そしてそのことを勉強してこいというのがまず

話になり、その結果、テストの点数が上がるよ

うになると。どうしても学力テストの上がるか

下がるかみたいなことが行政が一喜一憂してい

ることで、学校の先生の対応が硬直化し、子供

はテストのために勉強すると。こういう内容に

学校が追いやられているという気がいたします。

そういう意味で、一喜一憂するのは行政として

やめるべきだと思います。 

  子供一人一人に学力を保障するために、教員

を増やし、個別学習支援の先生を増やし、学校

図書館への司書の全校配置などにしていくこと

で、子供の一人一人が大切にされる方向に教育

が充実していくんだと思います。 

  ３つ目は、課題として、65歳以上のみの世帯、

独り世帯の増加ということが現実に広がってき

ております。そこに対しては、新庄市で安心し

て住み続けていただく、こういう姿勢が必要で、

そのためには医療・介護の充実が重要です。コ

ロナのような災害に対して公助の構築が絶対必

要です。そのために、例えば高齢者の移動手段

の確保とか介護に対する市独自の施策を強める、

あと特養ホームの建設、これは100人以上待っ

ているわけですから、こういったことを考えて

いくべきときなんだろうと思います。それが足

りません。 

  ４つ目に、地域経済の活性化には、既存の産

業、地場産業の応援こそ重要でないかと私は思

います。対応方針に「企業の成長を支援する」

というのがありますが、これは住民が主人公の

自治体としての方針とは言えないのではないか

と感じます。既存の中小・零細企業の支援、住

民の仕事の確保、雇用の安定・充実、企業が撤

退しては住民は困るわけです。既存の中小・零

細業者の要望を聞き、市民が仕事を続けられる

よう中小企業振興基本条例や公契約条例の制定
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などが目指されるべき重要な課題ではないかと

思います。また、住宅リフォームの拡充なども

必要だと思います。 

  そして、観光交流拡大というこれも対応方針

に大きく掲げられておりますが、これは外需頼

みです。これではこのたびのコロナのようなこ

とを考えても地域経済にとっては本当の活性化

にはならないような気がいたします。内需を支

援する域内循環の経済政策へ行政としては転換

していくべきだろうと考えます。以上です。 

佐藤卓也委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。 

  議案第68号第５次新庄市総合計画基本構想に

ついては、反対討論がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第68号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 それでは締め切ります。 

  投票の結果は、賛成13票、反対１票、棄権２

票、賛成多数であります。よって、議案第68号

は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

佐藤卓也委員長 ここで、特別委員長として御挨

拶申し上げます。 

  本委員会の審査につきましては、各委員の皆

様の御協力の下、終了することができました。

心より感謝を申し上げます。 

  執行部におかれましては、本日の基本構想の

決定を受けて、基本計画、実施計画の策定作業

等に取り組まれるわけですが、一般市民、議会

の意見なども十分に酌み取っていただき、市民

福祉の向上に資するように、よい計画となりま

すようお願いいたします。 

  それでは、以上をもちまして第５次新庄市総

合計画基本構想審査特別委員会を閉会いたしま

す。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午前１１時２４分 閉議 

 

 

    第５次新庄市総合計画基本構想審査 

    特別委員会委員長 佐 藤 卓 也 

 




